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　私たち憲法研究者有志一同は、市民の生命や健康を守るため、マスク不足の解消や日本国内で
の検査体制の拡充、経済対策の具体化など、適切で迅速な新型コロナウイルス対策の拡充及び実
現に向けて、憲法の意図する仕組みと手続を無視した総理大臣の独断的・場当たり的な緊急の対
応ではなく、専門家の意見を踏まえ、あくまで政府(=内閣での合議による)として、さらには国会
を通じて全力で取り組むことを要請します。 
　他方で、新型コロナウイルス対策のために目下画策されている、「緊急事態宣言」を可能とす
るための新型インフルエンザ等特別措置法 (以下、特措法) の改正については、以下の理由から断
固反対します。 
確かに、この法律には、すでに市民の自由や権利を大幅に制限することが可能な緊急事態宣言を
出すことができる仕組みが取り込まれています。しかしながら、その仕組み自体、国会の関与は
限定的で、政府の拡大解釈による適用の危険性もあり、時間をかけてきちんと再検討する必要が
あります。 
　特措法に基づく緊急事態宣言は、政府の恣意的判断によって、権力の集中を招き、市民の自由
や権利を広範に制限し、市民生活の破綻につながりかねないものです。今、国民の目の前で繰り
広げられている新型コロナウイルスへの対応をめぐる政治の混乱をみればわかるように、適切な統
治能力を欠いた状況下での拙速な改正は百害あって一利なしというべきものです。 
　今、緊急に行われるべきことは、特措法改正ではなく、これ以上の感染を防ぐための有効な施
策を早急に講ずることです。私たちは、政府および国会に対し、市民の自由や権利を制約する不
必要な法律改正を中止し、感染拡大防止のため最大限の努力を行うことを強く要請します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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